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１ 国 際 免 許 証 で 運 転 で き る 州 な の か 、

確 か め る  
 
ア メ リ カ は 州 に よ っ て 、 運 転 の 規 則

が 違 い ま す 。 基 本 的 な ル ー ル は 同 じ

で も 、 携 帯 電 話 を 使 用 し て 良 い 州 、

い け な い 州 、 飲 酒 運 転 の ア ル コ ー ル

保 有 率 の 規 定 の 違 い 、 右 折 の 仕 方 な

ど 、 結 構 違 う の で す 。  
 ま ず 、 自 分 の で か け る 州 の 運 転 規

則 に つ い て 、 し っ か り と 理 解 し て お

く こ と は 、 最 低 限 必 要 な こ と で す 。  
で か け る 州 の 名 前 と DMV と 入 力 し て

イ ン タ ー ネ ッ ト で 検 索 す る と 、 そ の

州 の DMV (Department of  Motor Vehicles) の 公

式 サ イ ト が み つ か る の で 、  
そ の サ イ ト で 、 運 転 知 識 に つ い て 、

確 認 し て お く と 良 い で し ょ う 。  
日 本 人 が よ く 運 転 す る 場 所 は 、 ハ ワ

イ 州 な ど で し ょ う 。  
 
 
 
 
 



２ 英 語 の 意 味 を 間 違 え な い こ と  
自 分 の 行 く 州 の DMV サ イ ト が み つ か

っ て 、 そ の 中 の Drivers manual  
あ る い は 、 Drivers Handbook と 書 か れ た

交 通 ル ー ル が 見 つ か っ た と し て 、  
英 語 で 書 か れ て い る の で 、 そ れ を 理

解 し な け れ ば な り ま せ ん 。  
私 が な ぜ こ の 本 を 書 く こ と に し た の

か 、 理 由 は そ こ な の で す 。  
つ ま り 、 英 語 を 間 違 っ て 解 釈 し て い

る 誤 訳 が 公 式 サ イ ト で 紹 介 さ れ て い

た の で 、 英 語 の 標 識 の 意 味 を 正 し く

理 解 し て い な い 人 達 が 多 い こ と に 気

が つ い た わ け で す 。  
 
 こ れ で は 、 事 故 の 原 因 に な り ま す

し 、 日 本 人 の 誤 訳 な の に も か か わ ら

ず 、  
日 本 人 の ハ ワ イ の 観 光 客 は 、 「 ア メ

リ カ 人 は 標 識 ど お り に 従 わ な い 、 無

礼 で 、 無 作 法 、 野 蛮 だ 」 な ど と 正 し

い 運 転 を し て い る ア メ リ カ 人 の マ ナ

ー 違 反 に つ い て 怒 っ て い た り す る わ

け で す 。  
 し か し 、 実 際 は 、 日 本 語 の 誤 訳 で



す か ら 、 怒 っ て い る 日 本 人 観 光 客 の

ほ う が 、 間 違 っ て い て 、 違 反 を お か

し て い る 、 相 手 の ア メ リ カ 人 に も 迷

惑 を か け て い る こ と に 気 が つ か な い

ま ま 、 何 度 も ハ ワ イ を 訪 れ て い た り

し た わ け で す 。  
 そ こ で 、 英 語 の 標 識 の 意 味 に つ い

て 、 こ の 本 で 解 説 し て い く こ と に 決

め た の で す 。  
 
 実 際 の ド ラ イ バ ー ズ マ ニ ュ ア ル は 、

ど こ の 州 も た っ ぷ り の 量 を 含 ん で い

ま す 。 そ れ を 英 文 で 全 て 読 ん で 理 解

す る こ と は 、 観 光 客 に と っ て は 、 酷

か と 思 い ま す の で 、 本 書 で は 、 標 識

を 基 準 に し て 、 意 味 を 解 説 し ま す 。  
 
わ か り や す く 、 正 し い 運 転 知 識 を 身

に つ け て 、 安 全 に 運 転 し て 下 さ い 。  
私 は 、 ア メ リ カ で 英 語 の 免 許 証 を 取

得 し て い ま す 。  
本 来 、 ア メ リ カ を 運 転 す る な ら 、 そ

れ が 最 低 限 必 要 な の で す 。  
そ れ を 、 観 光 や 短 期 と い う こ と で 、

マ ニ ュ ア ル す ら 見 ず に 運 転 す る の は 、



無 謀 で す 。  
で す が 現 実 に 、 観 光 客 、 英 語 の わ か

ら な い 人 達 に も 運 転 が 許 さ れ て い る

の で 、 最 低 限 の 図 解 書 を 作 る こ と に

し ま し た 。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 実 践 図 解 英 語 の ル ー ル を 理 解 す る  
さ っ そ く 、 標 識 か ら 説 明 し て い き ま

す 。  
 



 
 



 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



歩行者用の信号 

 

 



交差点での注意 

 
 



 
 

 



走行車線について 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



４タバコ、飲酒について 

 

タバコを車の窓から捨てたり灰を落としたりすることは禁止されています。 

カリフォルニア州では、一定の年齢以下の子供が車内にいる時にタバコを 

車内で吸うことも禁止されています。 

飲酒は、基本的に禁止だと考えてよいと思います。 

カリフォルニアでは、０．８％以上のアルコールが血中から検出された場

合に違法とされていますが、ハワイ州では、０．５％から０．８％も違法

とされています。これは、飲酒をして良いということではなく、規定の数

値以下でも状況下で違法となり、その判断は、その時の警察の判断による

ので飲酒をすることは好ましくありません。 

州によって規定も違うので、それぞれ確認して下さい。 

 

 

５携帯電話について 

州によって携帯電話などを運転中に使用することについて、規定が違いま

す。カリフォルニア州は、運転中に携帯を使用できなくなりました。 

片耳のイヤホンを使用しても良いことになっています。 

運転中に電話を触ることは、できないと考えて下さい。 

電話をかけていなくても誤解されて、弁解できないと、違法扱いになるこ

ともあるようです。 

 

６チャイルドシート（ベビーシート）について 

赤ちゃんや子供用のシートを借りたりする場合は、装着位置について確認

して下さい。子供の年齢によって前部座席、後部座席など規定がある場合



もあります。レンタカーのお店であらかじめ、自分が訪れる州の規定につ

いて尋ねておくと良いと思います。 

 

７シートベルト着用 

カリフォルニア州では、シートベルトは前部、後部座席、全員着用です。 

日本でもそのようになったようですが、これも気をつけたい部分です。 

うっかり忘れないようにして下さい。 

 

８毎回の確認 

携帯電話のルールなど、年々交通ルールは変っています。それぞれの州で

アップデートを確認する必要があります。 

自分の訪れる州の DMVの HPに、新しい規定は通常書かれていますので、 

英語ですが、確認しておいたほうが良いに決まっています。 

 

この本では、最低限の基本ルールについてハワイとカリフォルニア州を中

心にして解説しました。 

この他、雪深い地域などは、標識なども違うと思いますので、 DMVの

HPで標識についてハンドブックなどで確認することをお勧めします。 

  

それから、ハンドブックには掲載されていないのですが、動物に注意の標

識は割と多いと思います。速度を出さずに、動物を尊重して走ってほしい

ものです。 

 

 

 


